
 議案第２７号 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年２月１７日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区立公園条例の一部を改正する条例 

墨田区立公園条例（昭和４０年墨田区条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

 

墨田区立ひきふねどんぐり公園 東京都墨田区京島一丁目７番３号 

 

 別表第３ １土地の使用料の部中「９０５円」を「９４２円」に改め、同表 ２公

園施設の使用料の部中「１４，５００円」を「１４，４００円」に改める。 

 別表第４中「１，３４０円」を「１，３７７円」に、「５９５円」を「６１２円」

に、「９９３円」を「１，０２０円」に、「３９７円」を「４０８円」に、「６０１ 

円」を「７２１円」に、「２９７円」を「３０６円」に、「４６２円」を「５１０円」 

に、「６８６円」を「８２３円」に、「７，９２０円」を「８，１６０円」に、「１

２，３７５円」を「１２，７５０円」に、「３３円」を「３４円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第３及び別表第４の規定は、この条例の施行の日以

後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。 

 

（提案理由） 

 京成曳舟駅前東第三地区第一種市街地再開発事業及び住宅市街地総合整備事業の実

施により整備する公園を公の施設として設置するほか、固定資産税に係る固定資産の

評価替えに伴い、公園の土地の使用料等の上限額を改定する必要がある。 


